
○ 年 ２ 月 １ 日

殿

で、同法第19条の８第２項の規定により通知します。

＜記載例＞　第27号様式を提出した団体が、国会議員に係る公職の
　　　　　　候補者ではなくなった場合に提出が必要

第２８号様式（第１５条関係）

国会議員関係政治団体に該当しなくなった旨の通知

令 和

政治団体の名称 とやま太郎後援会

代 表 者 の 氏 名 富山　太郎

氏 名 富山　太郎

住 所 富山市新総曲輪１－７

３　「氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず本人が自署すること。

４　国会議員関係政治団体に該当しなくなった年月日には、衆議院議員又は参議院議員に係る公職の

　候補者でなくなった日を記載すること。

　私が衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなったことにより、貴団体は

令和 ○ 年 ２ 月 １ 日に政治資金金規正法第19条の７第１項第２号に係る国会議員関係

政治団体に該当しなくなったため同法第７条第１項の規定による届出をする必要があるの

（備考）

１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。

２　この通知は、法第１９条の８第１項の規定による通知をした者が行うこと。

印

事務所の住所ではなく、公職の候

補者等の住所を記載してください。

この日付以降の寄附は、寄付金控除の対象外となります。


